
合併特例債の活用と振替のイメージ 
 
 活用しない場合        活用する場合（振替しない）     活用する場合（振替 50％） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

振替する理由 
  普通建設事業の中に合併特例債を活用できる事業があると予想されるため。 
振替効果 
  投資的経費を減額できることから、財政収支が改善される。 

 
 

普通建設事業（調整前） 

 
 

３２６億円 

 
 

普通建設事業（調整前） 

３２６億円 

 
 

合併特例債活用事業 

（活用限度額の 85％） 

５３億円 

 

普通建設事業（調整前）

３００億円 

 
 

合併特例債活用事業 

（活用限度額の 85％） 

５３億円 

合併特例

債活用事

業分だけ

上乗せ 合併特例

債活用事

業は変わ

らない 

合併特例

債活用事

業の半分

を普通建

設事業か

ら減らす 

投資的経費総額 
３２６億円 増減なし 

▲２６億円 各市町村の 14 年度決算額

合計から推計したもの 

増減なし 

投資的経費総額 
３７９億円 

投資的経費総額 
３５３億円 


